
　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
業務

(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

変更前 郵便局 531180 志々郵便局 - 島根県飯石郡飯南町１１７－７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 531180 志々郵便局 - 島根県飯石郡飯南町八神１１７－７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 817440 山下横山簡易郵便局 ○ 宮城県亘理郡山元町大平横山３６ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 238250 印野簡易郵便局 ○ 静岡県御殿場市印野１６６６ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 238690 御殿場大沢簡易郵便局 ○ 静岡県御殿場市永塚３５０－１ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 238740 竃簡易郵便局 ○ 静岡県御殿場市竈１０３２ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 317260 曽々木簡易郵便局 ○ 石川県輪島市町野町西時国鳥毛４５－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 317260 曽々木簡易郵便局 ○ 石川県輪島市町野町西時国鳥毛４５－２ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 418320 岸和田河合簡易郵便局 ○ 大阪府岸和田市神於町３８－４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 527400 北村簡易郵便局 ○ 鳥取県鳥取市河原町北村２０５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 営業所 527400 北村簡易郵便局 ○ 鳥取県鳥取市河原町北村２０５ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 557510 小野田叶松簡易郵便局 ○ 山口県山陽小野田市小野田１０３９６－８ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 847770 大戸瀬簡易郵便局 ○ 青森県西津軽郡深浦町田野沢汐干浜２１－１０ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 郵便局 005830 東大和清水郵便局 - 東京都東大和市清水６－１１９０－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 005830 東大和リビングテラス郵便局 - 東京都東大和市清原１－１２１３－７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

R6.4.30 住居表示変更

R6.6.3 移転・改称

R6.5.31 契約解除

R6.6.1 契約解除

R6.6.1 契約解除

R6.6.1 契約解除

R6.6.1 業務変更

R6.6.1 契約解除

R6.6.1 業務変更

R6.6.1 契約解除

R6.6.1 契約解除

別紙



　　　　　　　　　　　　法第６条第２項第１号に規定する郵便局及び法第６条第２項第２号に規定する会社の営業所の名称及び所在地等

変更年月日 変更の理由

郵便
局・会
社の営
業所の
別

整理
番号

名称

簡
易
郵
便
局

所在地 過疎地

(1)郵便
窓口業
務

(2)銀行
窓口業
務

(3)保険
窓口業
務

(4)受託
郵便貯
金管理
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(5)受託
簡易生
命保険
管理業
務

関連銀行又は関連保険会
社の営業所

備考

別紙

変更前 営業所 627450 椿泊簡易郵便局 ○ 徳島県阿南市椿泊町東４５－２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 627450 椿泊簡易郵便局 ○ 徳島県阿南市椿泊町東５４－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 768160 新戸町簡易郵便局 ○ 長崎県長崎市新戸町３－１８－１４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 908060 江別あけぼの簡易郵便局 ○ 北海道江別市あけぼの町３１－４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 538130 西郷有木簡易郵便局 ○ 島根県隠岐郡隠岐の島町有木月無１１－７ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 - - - - - - - - - - - -

変更後 営業所 847680 柳田簡易郵便局 ○ 青森県西津軽郡深浦町柳田宮崎６９－１８ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更前 郵便局 411880 有真香郵便局 - 大阪府岸和田市土生滝町４１４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 411880 有真香郵便局 - 大阪府岸和田市土生滝町４２６－１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 413460 平野加美南郵便局 - 大阪府大阪市平野区加美南５－６－４ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 413460 平野加美南郵便局 - 大阪府大阪市平野区加美鞍作３－９－２１ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 430930 佐野郵便局 - 兵庫県淡路市佐野１６５５－５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 430930 佐野郵便局 - 兵庫県淡路市佐野１６５２－１１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 241410 坂本郵便局 - 岐阜県中津川市千旦林１４６７－２ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 241410 坂本郵便局 -
岐阜県中津川市千旦林１４０７－４　２６街区
５

- ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 郵便局 431950 篠山乾新町郵便局 - 兵庫県丹波篠山市乾新町５４－１６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 431950 丹波篠山東吹郵便局 - 兵庫県丹波篠山市東吹１０９２－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 637250 氷上簡易郵便局 ○ 香川県木田郡三木町氷上２８２９－１ - ○ × × × × -

変更後 営業所 637250 氷上簡易郵便局 ○ 香川県木田郡三木町氷上２８３０－１ - ○ × × × × -

R6.6.17 移転

R6.6.24 移転

R6.6.3 移転

R6.6.3 契約締結

R6.6.3 契約締結

R6.6.5 契約解除

R6.6.6 契約締結

R6.6.24 移転

R6.6.24 移転・改称

R6.6.10 移転

R6.6.17 移転
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変更前 郵便局 700770 真栄原郵便局 - 沖縄県宜野湾市真栄原３－５－２５ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更後 郵便局 700770 真栄原郵便局 - 沖縄県宜野湾市真栄原２－１２－７ - ○ ○ ○ ○ ○ -

変更前 営業所 917390 万年簡易郵便局 ○ 北海道河東郡音更町万年基線５３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 営業所 917390 万年簡易郵便局 ○ 北海道河東郡音更町万年基線５５－１４ - ○ ○ × ○ ○ -

変更前 営業所 067560 土浦手野簡易郵便局 ○ 茨城県土浦市手野町２７－１ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 238930 東伊豆奈良本簡易郵便局 ○ 静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本２４２－３ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 457740 大淀桧垣本簡易郵便局 ○ 奈良県吉野郡大淀町桧垣本１３９３－４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 777180 佐賀城北簡易郵便局 ○ 佐賀県佐賀市高木瀬東６－４－３３ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 787210 小野簡易郵便局 ○ 鹿児島県鹿児島市小野３－５－１ - ○ × × × × -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 817810 折立団地簡易郵便局 ○ 宮城県仙台市青葉区折立４－１４－２ - ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

変更前 営業所 847400 毘沙門簡易郵便局 ○ 青森県五所川原市毘沙門中熊石２５４ ○ ○ ○ × ○ ○ -

変更後 - - - - - - - - - - - -

    「関連保険会社」を記入すること。その他届出時の状況に応じて備考欄に記入すること。

R6.6.24 移転

注１　郵便局及び会社の営業所の別に整理すること。
　２　当該郵便局又は当該営業所が簡易郵便局である場合は、「簡易郵便局」の欄に「○」を記入すること。
　３　所在地が第四条第五項に規定する過疎地に該当するときは、「過疎地」の欄に「○」を記入すること。
　４　(1)から(5)までについては、実施する業務には「○」、実施しない業務には「×」を各該当欄に記入すること。
　５　当該郵便局又は当該営業所に関連銀行又は関連保険会社の営業所が併設されている場合は、併設されている営業所に応じて、「関連銀行又は関連保険会社の営業所」の欄に「関連銀行」又は

R6.6.24 移転

R6.6.29 契約解除

R6.6.29 契約解除

R6.6.29 契約解除

R6.6.29 契約解除

R6.6.29 契約解除

R6.6.29 契約解除

R6.6.29 契約解除


